
※割引率22%は、団体扱割引等を連算して次の通り算出します。
分割払の場合：１－{（１－団体扱割引・（※）1７．９％）×（１－一般契約分割割増分・約5％）}
一時払の場合：１－{（１－団体扱割引・（※）1７．９％）×（１－団体扱一時払割引分・5％）}

自動車保険

一般契約より 約 22 ％ の割引 ！

加入日より 1年間～3年間を任意で選択（随時加入可能です）
※下記の割引は令和2年10月1日～令和3年9月30日始期契約に対する割引率です。

割引率は団体の損害率等によって毎年見直されます。

ご加入月の２か月後 支払給与より引去り開始

ご加入頂ける方

役員・従業員・退職者（５５才以上で退職された方）
ご契約者は、ＴＯＴＯグループに勤務し、ＴＯＴＯグループから毎月給与の支払いを受けている方、
および退職時５５才以上の退職者が対象です。

配偶者・同居のご親族・別居の扶養親族
記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者は、ご契約者の配偶者、ご契約者もしくは
その配偶者の同居の親族、ご契約者もしくはその配偶者の別居の扶養親族のいずれかの場合もご契約いただけます。

インターネットからでも保険料のシミュレーションが行えます。

※お申し込みを頂きます場合は、ステップ3
の試算結果をご確認の上、現在の保険内容
が確認できる資料（証券、契約確認画面の
写し等）をご準備頂き、トップ保険サービ
スまでご連絡下さい。

【ご利用いただける環境】
＜パソコン＞
ＯＳ：Windows 8.1/10
ブラウザ：Internet Explorer 11.0、Google Chrome
＜タブレット＞ ＜スマートフォン＞
iOS：12.0、iPadOS：13.1             iOS：12.0/13.1
Safari Android：6.0/7.1             Android:6.0/7.1/8.0/9.0
Google Chrome   Safari

Google Chrome

＜団体扱に関するご注意点＞
退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた定足
数不足の場合などにより団体扱特約が失効した場合は、残りの保険料を一括してお支払い頂くこととなります。このご案内は団体扱自動車保険の概要を記載し
たものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等については、取扱代理店までお問い合わせください。

下記URLまたはＱＲコードからご利用いただけます！

http://ezoo.jp/next/home/E001724

保険料はTOTOグループの団体割引※が適用されています。

■保険期間

■保険料払込開始月



割安!!

事故の際も年中無休・２４時間のトップ保険サービスが
あなたをしっかりサポート！

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1

担当課（支社）：北九州営業課
〒802-8545 福岡県北九州市小倉北区米町1-5-20

北九州東京海上日動ビル５Ｆ

自動車保険

お問合せ先・取扱代理店

トップ保険サービス株式会社
〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-3-1

連絡先：0120-411-008
メール：dantai-jidousya@top-hoken.com

もしも事故をおこしてしまったら・・？

けが人の救護 安全の確保 警察への連絡 担当代理店に
連絡し指示を

受ける

保険料のお支払は給与天引き※。
便利で手間がかかりません！お申込の際に現金は不要です。

※退職後は口座振替となります。また、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、資本関係の変更等により系列会社でなくなった場合、
「保険料の集金に関する契約書」に定められた定足数不足の場合などにより団体扱特約が失効した場合は、残りの保険料を一括してお支払い頂くこととなります。

■トータルアシスト自動車保険（東京海上日動火災）の保険料例 （基準日：令和3年4月1日現在）

【ご契約条件】
保 険 期 間 ：１年間、ノンフリート等級：１２等級（割引４８％）、事故有係数適用期間：０年
車 両 情 報 ：ヴィッツ（型式：ＮCＰ１３１）料率クラス（車両６、対人９、対物７、傷害6）、初度登録年月（令和2年７月）、日常・レジャー使用
記 名 被 保 険 者 ：記名被保険者年齢区分３０歳以上４０歳未満、ゴールド免許
補 償 内 容 ：年齢条件３５歳以上補償、運転者限定なし

対人・対物賠償保険 無制限（免責金額０円）
人身傷害保険 ３,０００万円（傷害一時費用保険金１０万円）

人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約、人身傷害諸費用補償特約
車両保険 ２００万円（一般条件、免責金額１回目０万円 ２回目以降１０万円）、車両新価保険特約(協定新価保険金額２００万円)
その他の特約 レンタカー費用の補償日数等に関する特約（事故時３０日限度）日額7,000円、弁護士費用等補償特約（自動車）

ご契約例 一 般 契 約
ＴＯＴＯグループ

団体扱契約

一時払 年間 ９６，６４０円 年間 ７５，３７０円

分割払 月々 ８，４５０円
（年間１０１，４００円）

月々 ６，６１０円
（年間７９，３２０円）

差 額

一時払の場合

年間 ▲２１，２７０円

分割払の場合

月々 ▲１，８４０円
（年間 ▲２２，０８０円）

比較してください！

メールはこちらから！
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